
後期高齢者医療制度が始まります
市税などの納税通知書送付用封筒へ広告枠を設けます

確定申告・市県民税の申告が始まります

乳幼児医療費の助成対象年齢が拡大されます

児童クラブ加入受付

認知症について

ごみの自己搬入手数料が変わります

……

……

……

……

……

……

……

http://www.city.shinshiro.lg.jp
E-mail  info@city.shinshiro.lg.jp

《主な内容》
た か ら も の
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24-1661

32-1515

32-0020

24-0700

24-1212

36-0002

22-0372

22-2863

35-0811

34-0021

23-6800

32‐1026

22-0026

22-2861

23-4321

22-2266

24-4026

35-0022

32-3223

32-0020

34-0021

23-6800

22-1150

35-0022

24-4026

24-1777

35-1003

23-7772

23-8531

今月の人口
平成20年1月1日現在（前月比）

※転出の取り消しなどで、総人口前月比の合計と
   異動事由の集計が一致しない月もあります。

総人口… 51,896人（－26）

男……… 25,495人（  －4）

女……… 26,401人（－22）

世帯数…………16,390世帯

緊 急 医

休 日 診 療 所

暮らしのカレンダー 緊急医

出生……18人

死亡……59人

転入……86人

転出……73人

今月の表紙

【文】文化会館　　　【青】青年の家　　　【体】市民体育館

【西】西部公民館　　【資】歴史資料館　　【は】はつらつセンター

【観】観来館　　　　【開】作手開発センター

平日／午後7時～午後11時

平日／午後7時～午後11時
休日／午前9時30分～午後4時30分

QRコードを利用しますと

携帯電話から緊急医の

情報をご覧になれます。

特別養護
老人ホーム
麗楽荘

新城保健センター
新城休日診療所

新城休日診療所
新城市矢部字上ノ川1番地8

☎23-3665

至鳳来
東郷西
保育園

新城東高校東郷西小

東新町

眼　 科

午前9時30分～午後4時30分

医　 科

午前9時～正午

開 設 日

開 設 場 所

歯　 科

整形外科

皮 膚 科

2月　 3日（日）・10日（日）

　　　11日（祝）・17日（日）

　　　24日（日）

1

17

20

金

日

水

夜

昼

夜

さくら眼科
☎22-4100

（上平井）

5 火 夜
石川整形外科
クリニック
☎24-6500

（平　井）

平日／午後7時～午後11時

12 火 夜
☎24-6022

皮フ科
新栄クリニック

（平　井）

春日眼科
☎24-3222

（杉 山）

医科・歯科とも開設しています。

診療は医科・歯科ともに外

来のみです。利用されると

きは、必ず「健康保険証」

などをご持参ください。

2

いきいき
ライフの館

ケアハウス
和光ハイム

介護老人保健施設
サマリヤの丘

至
牛
倉

至
上
平
井

JR飯田線（至飯田）

151

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

中根医院

星野病院

荻野医院

米田内科

内山医院

森下医院

西新町内科整形外科外科医院

中村医院

宮本病院

織田医院

くまがい医院

ほうらいクリニック

村松内科

高木内科医院

ちさと医院

茶臼山厚生病院

緑が丘診療所

静巌堂医院

ながしのクリニック

荻野医院

織田医院

くまがい医院

今泉病院

静巌堂医院

緑が丘診療所

あいきょうクリニック

今泉医院

おさだファミリークリニック

しんしろフィットクリニック

絵本の読み聞かせ【文】（図）

建国記念の日

絵本の読み聞かせ【文】（図）

絵本の読み聞かせ【文】（図）

絵本の読み聞かせ【文】（図）

特別貸出期間（～26日）【文】（図）

特別館内整理（～3/7日）【文】（図）

アイデア教室【は】

確定申告（～3月17日）

黒沢田楽（七郷一色）

生活習慣病予防週間（～7日）

アイデア教室【は】

体育室親子無料開放(午後)【青】

（本町）

( 大野 )

（長篠）

（平井）

( 平井 )

( 布里 )

(東新町)

（的場）

( 海老 )

(下吉田)

( 富永 )

( 大野 )

(東新町)

（栄町）

（杉山）

( 富沢 )

(緑が丘)

（副川）

（長篠）

（長篠）

(下吉田)

( 富永 )

( 栄町 )

（副川）

(緑が丘)

(大野田)

(玖老勢)

( 本町 )

( 川路 )

外来のみですので、受診を希望される方は、電話で容態を

事前に連絡してお越しください。

また、緊急医は都合で変わることがあります。

　12月27日（木）、吉川ゲートボ

ール場で、吉川区の老人クラブ

とゲートボール協会の会員13人

が、大会に向けての練習をしま

した。

　ここでは、体を鍛えたり、地

域のコミュニケーションを深め

たりするために、週3・4回練習

に励んでいます。新川よねさん

（92歳）は、「ゲートボール歴

は28年になります。健康の秘訣

はゲートボールです。頭の体操

になります」と楽しそうに話し

ていました。

ゲートボールで健康づくり

節分

にいがわ
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75歳以上の国民健康保険
被保険者

75歳以上の方および一定の障害があると認定された65歳以上の方
（後期高齢者医療制度の被保険者）

65歳以上の一定の障害が
ある方で、広域連合の認定
を受けた方

75歳以上の方

対象となる日

75歳の誕生日当日

広域連合の認定を受けた日

会
社
の
健
康
保
険
な
ど
の
被
扶
養
者

だ
っ
た
方
も
対
象
に
な
り
ま
す

新
し
い
保
険
証
が
交
付
さ
れ
ま
す

　
老
人
医
療
費
が
増
大
す
る
中
、
現
役

世
代
と
高
齢
者
世
代
の
負
担
を
明
確
化

し
、
公
平
で
分
か
り
や
す
い
制
度
と
す

る
た
め
に
、
75
歳
以
上
の
高
齢
者
を
対

象
に
、
そ
の
心
身
の
特
性
や
生
活
実
態

な
ど
を
踏
ま
え
て
、
新
た
な
高
齢
者
医

療
制
度
が
創
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　
こ
れ
ま
で
、
75
歳
（
一
定
の
障
害
が

あ
る
と
認
定
さ
れ
た
方
は
65
歳
）
以
上

の
方
は
、
国
民
健
康
保
険
や
会
社
の
健

康
保
険
な
ど
の
医
療
保
険
制
度
に
加
入

し
な
が
ら
、
「
老
人
保
健
制
度
」
で
医

療
を
受
け
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
20
年

4
月
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
加
入
し
て
い

た
医
療
保
険
制
度
を
抜
け
て
、
新
た
に

独
立
し
た
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」

に
加
入
し
、
医
療
を
受
け
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　
75
歳
（
一
定
の
障
害
が
あ
る
と
認
定

さ
れ
た
方
は
65
歳
）
以
上
の
方
は
す
べ

て
、
市
が
加
入
し
て
い
る
広
域
連
合
の

運
営
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被

保
険
者
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
国
民

健
康
保
険
や
会
社
の
健
康
保
険
な
ど
の

被
保
険
者
だ
っ
た
方
は
も
ち
ろ
ん
、
会

社
の
健
康
保
険
や
共
済
組
合
の
被
扶
養

者
だ
っ
た
方
も
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
被
保
険
者
に
な
り
ま
す
。

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者

に
は
、
新
し
い
保
険
証
が
１
人
に
１
枚

交
付
さ
れ
ま
す
。

　
保
険
証
に
は
、
自
己
負
担
割
合
が
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
医
師
の
診
察

を
受
け
る
と
き
は
、
窓
口
に
提
示
し
て

く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
こ
れ
ま
で
の
保
険
証
と
、
老

人
保
健
の
医
療
受
給
者
証
は
使
え
な
く

な
り
ま
す
。
新
し
い
保
険
証
は
、
75
歳

に
な
っ
て
い
る
方
に
は
3
月
中
に
、
4

月
1
日
以
降
75
歳
に
な
る
方
に
は
、
誕

生
日
ま
で
に
郵
送
し
ま
す
。

■本
●問

保
険
医
療
課
　
☎
23
‐
7
6
2
5

■鳳

市
民
福
祉
課
　
☎
32
‐
1
9
8
1

■作

市
民
福
祉
課
　
☎
37
‐
2
2
1
1

75歳以上の会社の健康保険、
共済組合などの被保険者お
よび被扶養者

一定の障害があると認定さ
れた65歳以上の方 ※

平成20年3月まで

平成20年4月から

誕生日が5月1日の方

誕生日が5月15日の方

5月1日から適用

5月15日から適用
例

※65歳以上75歳未満で障害認定により老人保健の受給をされている方は、平成20年3月31日までに老人保健で受けた障害認定申請
　の撤回を申し出ることで、後期高齢者医療制度へ移行しないことができます。
※平成20年4月1日以降に障害認定を申請される65歳以上75歳未満の方は、広域連合の認定を受けた日から後期高齢者医療制度の被
　保険者となります。ただし、障害認定の申請をされない場合は、後期高齢者医療制度の被保険者にはなりません。
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※均等割額と所得割率は、2年ごとに広域連合で見直されます。
※老齢基礎年金や厚生年金などの公的年金収入だけの被保険者は、収入額が153万円以下の場合は所得割が課されません。
※均等割額は被保険者全員に定額で課されますが、所得の低い方などは減額措置があります。
※保険料の賦課限度額は、被保険者一人当たり年50万円です。

※基礎控除額は、税制改正などで変わることがあります。
※世帯主の方と、被保険者の方の所得の合計額によって減額判定を行います。

保険料の
決まり方

均等割額
１人当たり
の保険料

所 得 割 額

33万円
総所得
金額など

所得
割率

7割減額

5割減額

2割減額

基礎控除額(33万円)以下の世帯

基礎控除額(33万円)を超え

基礎控除額(33万円)＋24.5万円×世帯の被保険者数(世帯主は除く)以下の世帯

基礎控除額(33万円)を超え

基礎控除額(33万円)＋35万円×世帯の被保険者数以下の世帯

保
険
料
は
、
被
保
険
者
全
員
が

納
め
ま
す

保
険
料
の
減
額

所
得
の
少
な
い
方

　
保
険
料
の
「
均
等
割
額
」
が
、
世
帯

の
所
得
水
準
で
7
割
、
5
割
、
2
割
減

額
さ
れ
ま
す
。
（
図
2
）

会
社
の
健
康
保
険
な
ど
の
被
扶
養
者
だ

っ
た
方

　
平
成
20
年
4
月
か
ら
9
月
ま
で
の
半

年
間
は
、
保
険
料
が
徴
収
さ
れ
ま
せ
ん
。

20
年
10
月
か
ら
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま

す
が
、
21
年
3
月
ま
で
の
半
年
間
は
、

均
等
割
額
が
9
割
減
額
さ
れ
る
予
定
で

す
。
（
所
得
割
は
課
さ
れ
ま
せ
ん
）

　
ま
た
、
被
保
険
者
に
な
っ
た
月
か
ら

数
え
て
2
年
間
は
、
均
等
割
額
が
5
割

減
額
さ
れ
ま
す
。
（
所
得
割
は
課
さ
れ

ま
せ
ん
）

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
は
、

被
保
険
者
一
人
ひ
と
り
が
納
め
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
保
険
料
を
納
付
し
て
い
な

か
っ
た
会
社
の
健
康
保
険
な
ど
の
被
扶

養
者
だ
っ
た
方
も
、
75
歳
（
一
定
の
障

害
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
方
は
65
歳
）

に
な
る
と
、
原
則
と
し
て
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

保
険
料
は
、
こ
の
よ
う
に

決
ま
り
ま
す

　
保
険
料
は
、
被
保
険
者
全
員
が
均
等

に
負
担
す
る
「
均
等
割
額
」
と
、
被
保

険
者
の
所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る
「
所

得
割
額
」
の
合
計
額
に
な
り
ま
す
。

（
図
1
）

市
の
保
険
料
（
平
成
20
・
21
年
度
）

均
等
割
額
（
年
額
）

　
新
城
市
　
3
5，
5
3
7
円
　
　
　

　
愛
知
県
　
４
０，
１
７
５
円
　
　
　

所
得
割
額

　
新
城
市
　
6.
5
8
パ
ー
セ
ン
ト

　
愛
知
県
　
7.
4
3
パ
ー
セ
ン
ト

　
市
は
、
県
の
平
均
よ
り
医
療
費
が
20

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
低
い
た
め
、
6
年
間

（
平
成
20
年
度
か
ら
25
年
度
ま
で
）
の

不
均
一
保
険
料
と
な
っ
て
い
ま
す
。

（図1）

（図2）

減 額 割 合 世帯の総所得金額などの合計が下記の方が対象になります
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申 請 と 届 け 出

後期高齢者医療制度は、広域連合が運営しますが、窓口業務は市が行いますので、

申請や届け出の受け付けは、本庁保険医療課、または各総合支所市民福祉課までご連絡ください。

保
険
料
の
減
免

保
険
料
の
納
め
方

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
方
は
、
保
険

料
の
減
免
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

・
災
害
に
よ
り
、
住
宅
や
資
産
に
著
し

　
い
損
害
を
受
け
た
場
合

・
事
業
の
廃
止
、
失
業
な
ど
で
収
入
が

　
著
し
く
減
少
し
た
場
合
　

※
減
免
に
は
、
申
請
が
必
要
で
す
。

保
険
料
の
納
め
方
は
、
年
金
額
に
よ
っ

て
変
わ
り
ま
す
。

　
年
額
18
万
円
以
上
の
年
金
を
受
け
、

介
護
保
険
料
と
の
合
計
額
が
年
金
額
の

2
分
の
1
以
下
の
方
は
、
原
則
と
し
て

年
金
か
ら
保
険
料
が
あ
ら
か
じ
め
天
引

き
さ
れ
ま
す
。
（
特
別
徴
収
）

　
そ
れ
以
外
の
方
は
、
口
座
振
替
や
納

付
書
で
個
別
に
納
め
ま
す
。
（
普
通
徴

収
）

年金から天引き（特別徴収）

後期高齢者医療制度の財源の流れ

口座振替や納付書で納付（普通徴収）

対象となる方

仮 徴 収

●口座振替を利用しましょう

被保険者

被保険者

各医療保険

本 徴 収

納 め 方

対象となる方

納 め 方

保険料

口座振替・納付書

高齢者の保険料

　国：都道府県：市区町村
＝ 4：　　1　 ：　　1

後期高齢者支払金

若年者の保険料

約4割
一括納付

交付

医療保険者

社会保険診療
報酬支払募金

年金から天引き

後期高齢者の心身の特性に応じた医療サービス

（国保、会社の健康保険など）

●保険料の納付書
●通帳預金
●通帳の届出印

年金が年額18万円以上の方 （介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える場合は除く）

介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方

口座振替か、または市から送られてくる納付書で、納期内に指定された金融機関で

納めます。

※加入時に会社の健康保険などの被保険者本人であった方も、平成20年4月から9月までの間は普通徴収になります。

年6回の年金定期払いのときに、年金の受給額から保険料があらかじめ天引きされます。

前年の所得が確定するまでは、仮算定された保険料を納め（仮徴収）、確定後は、年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を三期に
分けて納めます（本徴収）。

　保険料の納め忘れがなく、納めに行く手間も省けて安心・便利な口座振替をぜひご利用ください。
「持っていくもの」を持って、指定の金融機関でお申し込みください。

《75歳以上の方および一定の障害が
あると認定された65歳以上の方》

《国保、会社の健康保険など》の

《0歳以上75歳未満の方》

年金が年額18万円未満の方

4月（1期） 6月（2期） 8月（3期） 10月（4期） 12月（5期） 2月（6期）

（ ）

公費
（約5割）

持っていくもの

1割
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特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
が

始
ま
り
ま
す

Ｑ
　
新
し
い
健
診
は
、
何
歳
か
ら

　
　
対
象
に
な
り
ま
す
か
。

Ａ
　
40
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
国
民

　
　
健
康
保
険
加
入
者
の
方
が
対

　
　
象
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
平

　
　
成
20
年
４
月
か
ら
、
新
し
い

　
　
健
診
制
度
で
あ
る
特
定
健
康

　
　
診
査
（
特
定
健
診
）
が
始
ま

　
　
り
ま
す
。

Ｑ
　
な
ぜ
今
行
わ
れ
て
い
る
健
診

　
　
の
内
容
が
変
わ
る
こ
と
に
な

　
　
っ
た
の
で
す
か
。

Ａ
　

よ
り
効
果
的
に
生
活
習
慣
病

　
　
（
心
臓
病
・
脳
卒
中
・
糖
尿
病
・

　
　
　高
脂
血
症
・
高
血
圧
・
肥
満
）

　
　

を
防
ぐ
た
め
で
す
。

　
　
　
運
動
不
足
や
食
生
活
の
変

　
　
化
な
ど
か
ら
、
生
活
習
慣
病

　
　
で
あ
る
心
臓
病
、
脳
卒
中
、

　
　
糖
尿
病
や
そ
の
合
併
症
で
あ

　
　
る
失
明
や
腎
臓
病
が
増
え
て

　
　
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
寝
た
き

　
　
り
や
障
害
な
ど
、
生
活
に
不

　
　
自
由
を
も
た
ら
し
た
り
、
死

　
　
亡
の
原
因
に
な
っ
た
り
し
ま
す
。

　
　
　
生
活
習
慣
病
の
発
症
に
は
、

　
　
内
臓
脂
肪
が
た
ま
り
す
ぎ
る

　
　
内
臓
脂
肪
型
肥
満（
内
臓
肥
満
）

　
　
と
、
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
メ

　
　
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム（
内

　
　
臓
脂
肪
症
候
群
）
が
関
係
し

　
　
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
メ
タ

　
　
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
に

　
　
着
目
し
た
健
診
が
行
わ
れ
る

　
　
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

1
　
健
診
の
案
内

　
年
１
回
、
市
国
民
健
康
保
険
か
ら
送

ら
れ
て
く
る
健
診
の
案
内
（
受
診
券
な

ど
）
に
従
い
、
市
内
の
医
療
機
関
な
ど

で
受
診
し
ま
す
。

2
　
特
定
健
診

　
新
た
に
加
わ
っ
た
「
腹
囲
測
定
」
な

ど
で
、
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム

の
危
険
度
を
調
べ
ま
す
。
医
師
に
よ
っ

て
、
心
電
図
な
ど
の
詳
し
い
検
査
が
行

わ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

3
　
判
定
・
結
果
通
知

　
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の
判

定
結
果
と
、
生
活
習
慣
を
改
善
す
る
必

要
性
に
合
わ
せ
て
、
保
健
指
導
の
段
階

が
３
段
階
に
区
分
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
の
判
定
結
果
が
受
診
者
に
通
知
さ
れ

ま
す
。

4
　
特
定
保
健
指
導

　
判
定
結
果
を
も
と
に
、
保
健
師
や
管

理
栄
養
士
な
ど
の
専
門
家
が
、
受
診
者

そ
れ
ぞ
れ
に
面
談
、
電
話
や
E
メ
ー
ル

な
ど
で
、
生
活
習
慣
改
善
の
支
援
・
ア

ド
バ
イ
ス
を
行
い
ま
す
。

●腹囲の測り方

・立って、へその高さ

　で計測します。巻尺

　がへその高さで背中

　や腰に水平に巻かれ

　ていることを確認し

　ましょう。

・おなかに力をいれず、

　普通に呼吸をして、

　息を吐き出したとき

　の腹囲を測定します。

Ｑ
　
健
診
の
受
け
方
が
変
わ
る
の

　
　
は
な
ぜ
で
す
か
。

Ａ
　
国
保
加
入
者
の
健
診
の
実
施

　
　
主
体
が
、
市
か
ら
国
民
健
康

　
　
保
険
に
変
わ
る
た
め
で
す
。

　
　
　
特
定
健
診
は
、
国
民
健
康

　
　
保
険
が
実
施
の
義
務
を
負
う

　
　
こ
と
に
な
る
た
め
、
対
象
者

　
　
の
方
は
、
市
内
の
医
療
機
関

　
　
で
受
診
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
　
い
ま
ま
で
住
民
健
診
（
基
本

　
　
健
康
診
査
）
を
受
け
て
い
た

　
　
方
は
、
今
後
は
、
国
民
健
康
保

自分の腹囲を測ってみましょう

■本
●問

保
険
医
療
課
　
☎
23
‐
7
6
2
5

　腹囲から、内臓肥満かどうかを知ること

ができます。腹囲が男性は85センチ以上、

女性は90センチ以上であれば、内臓肥満の

おそれが高いです。
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険
か
ら
の
通
知
や
、
広
報
な

　
　
ど
に
従
っ
て
健
診
を
受
け
て

　
　
く
だ
さ
い
。

Ｑ
　
新
し
い
健
診
で
は
、
ど
の
よ

　
　
う
な
検
査
が
行
わ
れ
る
の
で

　
　
す
か
。

Ａ
　
腹
囲
の
測
定
な
ど
、
メ
タ
ボ

　
　
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の
危

　
　
険
要
素
・
要
因
を
調
べ
る
項

　
　
目
が
加
わ
り
ま
す
。

　
　
　
特
定
健
診
で
は
、
腹
囲
の

　
　
測
定
や
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
検

　
　
査
が
新
し
く
加
わ
り
ま
し
た
。

　
　
検
査
内
容
は
、
メ
タ
ボ
リ
ッ

　
　
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の
危
険
要
素
・

　
　
要
因
を
調
べ
る
検
査
が
中
心

　
　
で
す
。
検
査
の
結
果
、
メ
タ

　
　
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の

　
　
該
当
者
、
予
備
群
で
あ
る
こ

　
　
と
が
わ
か
っ
た
ら
、
病
気
に

　
　
な
る
前
に
予
防
す
る
た
め
の

　
　
特
定
保
健
指
導
が
引
き
続
い

　
　
て
行
わ
れ
ま
す
。
メ
タ
ボ
リ

　
　
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の
状
態

　
　
が
続
く
と
、
自
覚
症
状
が
な

　
　
く
て
も
動
脈
硬
化
が
急
速
に

　
　
進
ん
で
血
管
に
異
常
が
生
じ
、

　
　
心
臓
病
や
脳
卒
中
と
い
っ
た

　
　
循
環
器
病
を
招
き
や
す
く
な

　
　
る
か
ら
で
す
。

Ｑ
　
特
定
保
健
指
導
と
は
何
で
す
か
。

Ａ
　
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー

　
　
ム
の
該
当
者
・
予
備
群
を
対

　
　
象
と
し
た
生
活
習
慣
改
善
支

　
　
援
で
す
。

　
　
　
特
定
健
診
で
生
活
習
慣
病

　
　
の
危
険
が
見
つ
か
っ
た
方
は
、

　
　
予
防
の
た
め
に
、
生
活
習
慣

　
　
改
善
の
た
め
の
専
門
家
（
医
師
、

　
　
保
健
師
、
管
理
栄
養
士
な
ど
）

　
　
の
サ
ポ
ー
ト
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
　
一
人
ひ
と
り
の
生
活
に
合
っ

　
　
た
改
善
策
を
一
緒
に
考
え
て

　
　
く
れ
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
活
用

　
　
し
て
健
康
づ
く
り
に
生
か
し

　
　
ま
し
ょ
う
。

Ｑ
　
が
ん
検
診
な
ど
は
ど
う
な
る

　
　
の
で
す
か
。

Ａ
　
人
間
ド
ッ
ク
、
が
ん
検
診
な
ど
、

　
　
特
定
健
診
以
外
の
検
診
・
健

　
　

診
は
、
市
が
実
施
主
体
で
す
。

　
　
内
容
は
い
ま
ま
で
ど
お
り
、

　
　
広
報
「
ほ
の
か
」
な
ど
に
掲

　
　
載
し
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
は
、
病
気
や
け

が
を
し
た
と
き
に
、
安
心
し
て
医

療
を
受
け
る
た
め
の
大
切
な
制
度

で
す
。

　
そ
し
て
、
保
険
証
は
、
あ
な
た

が
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
証
明
書
で
す
。
医
師
に
か
か
る

と
き
の
受
診
券
の
役
目
も
果
た
し

て
い
ま
す
。

　
今
ま
で
は
、
1
世
帯
に
1
枚
の

保
険
証
が
交
付
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

被
保
険
者
の
皆
さ
ん
に
便
利
な
よ

う
に
、
1
人
に
1
枚
の
カ
ー
ド
の

保
険
証
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

新
し
い
保
険
証
を
受
け
取
っ
た
ら

　
市
か
ら
保
険
証
が
交
付
さ
れ
た
ら
、

記
載
内
容
の
確
認
を
し
て
、
間
違
い

が
あ
れ
ば
保
険
医
療
課
へ
届
け
出
て

く
だ
さ
い
。
勝
手
に
書
き
か
え
た
り

す
る
と
無
効
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

他
人
と
の
貸
し
借
り
は
絶
対
に
し
な

い
で
く
だ
さ
い
。
法
律
で
罰
せ
ら
れ

ま
す
。

　
な
お
、
コ
ピ
ー
し
た
保
険
証
は
使

え
ま
せ
ん
。

保
険
証
の
紛
失
に
ご
注
意
を

　
カ
ー
ド
の
保
険
証
は
サ
イ
ズ
が
小

さ
い
の
で
、
紛
失
し
な
い
よ
う
に
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

現
在
使
用
し
て
い
る
保
険
証
の
返

却
方
法
は

　
カ
ー
ド
の
保
険
証
を
、
３
月
下
旬

ご
ろ
に
、
市
か
ら
対
象
者
に
送
付
し

ま
す
。
そ
こ
に
同
封
す
る
返
信
用
封

筒
に
、
現
在
使
用
し
て
い
る
国
民
健

康
保
険
被
保
険
者
証
を
入
れ
て
、
保

険
医
療
課
へ
ご
送
付
く
だ
さ
い
。

自分の状態に合った指導を受けることができる。また、健診データは
医療保険者が保管し、レセプトと合わせた分析なども行うので、継続
的・効果的な健康管理を受けられる。

特定健診・特定保健指導これか
ら

健診は、メタボリックシンドロームおよび予備群の抽出が目的
保健指導は、リスク別に必要度に応じて実施

健診によりメタボリックシンドローム

該当者および予備群などをリスクの数で階層化

階層化

ハイリスク者 ミドルリスク者 非該当者

積極的支援 動機づけ支援 情報提供※

リスクに合わせて保健指導

※情報提供はすべての対象者に行われます。

■本
●問

保
険
医
療
課
　
☎
23
‐
7
6
2
5

（例）
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「
障
害
者
基
本
法
」
の
規
定
に
基

づ
く「
新
城
市
障
害
者
基
本
計
画（
案
）」

に
対
し
て
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

手
続
制
度
に
よ
り
、
市
民
の
皆
さ
ん

か
ら
の
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
期
間

　
１
月
21
日

（月）
〜
２
月
20
日

（水）

提
出
方
法

　
住
所
と
氏
名
を
記
入
の
上
、
①
か

　
ら
④
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
提
出

　
し
て
く
だ
さ
い
。

　
①
本
庁
福
祉
課
に
持
参
す
る
。
た

　
　
だ
し
、
土
・
日
曜
日
お
よ
び
祝

　
　
日
を
除
く
午
前
８
時
30
分
か
ら

　
　
午
後
５
時
30
分
ま
で

　
②
郵
送
す
る
。

　
③
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
送
信
す
る
。

　
④
Ｅ
メ
ー
ル
で
送
信
す
る
。

※
電
話
に
よ
る
ご
意
見
の
提
出
は
、

　
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。

計
画
案
の
閲
覧
期
間

　
募
集
期
間
と
同
じ

閲
覧
の
方
法
お
よ
び
場
所

・
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

・
本
庁
福
祉
課
、
各
総
合
支
所
市
民

　
福
祉
課

※
土
・
日
曜
日
お
よ
び
祝
日
を
除
く

　
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
30

　
分
ま
で

　
「
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に

関
す
る
法
律
」
に
基
づ
く
国
の
方
針

に
よ
り
、
平
成
27
年
度
ま
で
に
耐
震

化
率
を
９
割
に
す
る
た
め
の
具
体
的

方
策
を
定
め
る
新
城
市
耐
震
改
修
促

進
計
画
の
作
成
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
今
回
「
新
城
市
耐
震
改
修
促
進
計

画
（
案
）
」
に
対
し
て
、
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
手
続
制
度
に
よ
り
、
市
民

の
皆
さ
ん
か
ら
の
意
見
を
募
集
し
ま

す
。

募
集
期
間

　
２
月
１
日

（金）
〜
２
月
29
日

（金）

提
出
方
法

　
住
所
と
氏
名
を
記
入
の
上
、
①
か

　
ら
④
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
提
出

　
し
て
く
だ
さ
い
。

　
①
本
庁
都
市
計
画
課
に
持
参
す
る
。

　
　
た
だ
し
、
土
・
日
曜
日
お
よ
び

　
　
祝
日
を
除
く
午
前
８
時
３０
分
か

　
　
ら
午
後
５
時
３０
分
ま
で

　
②
郵
送
す
る
。

　
③
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
送
信
す
る
。

　
④
Ｅ
メ
ー
ル
で
送
信
す
る
。

※
電
話
に
よ
る
ご
意
見
の
提
出
は
、

　
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。

計
画
案
の
閲
覧
期
間

　
募
集
期
間
と
同
じ

閲
覧
の
方
法
お
よ
び
場
所

・ 

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

・ 

本
庁
都
市
計
画
課

※
土
・
日
曜
日
お
よ
び
祝
日
を
除
く

　
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
30

　
分
ま
で

☎
23
‐
7
6
2
4
　
�
23
‐
2
0
0
2

fu
k
u

s
h

i@
c

ity
.s

h
in

s
h

iro
.lg

.jp

福
祉
課

●em ■本
●問

〒
４
４
１
‐
１
３
９
２

（
住
所
不
要
）

新
城
市
役
所
　
福
祉
課
あ
て

☎
23
‐
7
6
4
0
　
�
23
‐
7
0
4
7

to
s

h
i@

c
ity

.s
h

in
s

h
iro

.lg
.jp

　

都
市
計
画
課

●em ■本
●問

〒
４
４
１
‐
１
３
９
２

（
住
所
不
要
）

新
城
市
役
所
　
都
市
計
画
課
あ
て
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2
月
18
日
(月)
〜
3
月
17
日
(月)

■本
●問

●問

■鳳■作

税
務
課
　
　
　
☎
23
‐
7
6
1
5

市
民
福
祉
課
　
☎
32
‐
1
9
8
1

市
民
福
祉
課
　
☎
37
‐
2
2
1
1

新城税務署　☎22‐2141

2 月 1 8 日 ( 月 )

2 月 1 9 日 ( 火 )

2 月 2 0 日 ( 水 )

2 月 2 1 日 ( 木 )

2 月 2 2 日 ( 金 )

2 月 2 5 日 ( 月 )

2 月 2 6 日 ( 火 )

2 月 2 7 日 ( 水 )

2 月 2 8 日 ( 木 )

2 月 2 9 日 ( 金 )

2 月 1 8 日 ( 月 )

2 月 1 9 日 ( 火 )

2 月 2 0 日 ( 水 )

2 月 2 1 日 ( 木 )

2 月 2 2 日 ( 金 )

2 月 2 5 日 ( 月 )

2 月 2 6 日 ( 火 )

2 月 2 7 日 ( 水 )

2 月 2 8 日 ( 木 )

2 月 2 9 日 ( 金 )

2 月 1 8 日 ( 月 )

2 月 1 9 日 ( 火 )

2 月 2 0 日 ( 水 )

2 月 2 1 日 ( 木 )

2 月 2 2 日 ( 金 )

2 月 2 5 日 ( 月 )

2 月 2 6 日 ( 火 )

2 月 2 7 日 ( 水 )

2 月 2 8 日 ( 木 )

2 月 2 9 日 ( 金 )

2 月 1 9 日 ( 火 )

2 月 2 0 日 ( 水 )

2 月 2 1 日 ( 木 )

市民体育館
（第1・第2会議室）

平井公民館

西部公民館（ちさと館）

設楽原歴史資料館

鳥原児童館

一鍬田公民館

富岡ふるさと会館

市民体育館
（第1・第2会議室）

鳳来開発センター
（生活改善実習室）

東部高齢者生きがいセンター

海老構造改善センター

鳳来中央集会所

生活改善センター

玖老勢ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ

農協山吉田出張所

鳳来開発センター
（生活改善実習室）

農業集落多目的共同利用施設

作手総合支所

農村環境改善センター

作手総合支所

全 地 区

北部(東郷西)

西部(千郷東)

〃 (千郷西)

北部(東郷東)

東  　部

南  　部

全 地 区

長篠西、本郷、内金、杉下、芳ケ入、
富保、乗本

名号、川合、池場、能登瀬、名越、
豊岡（引地を除く）

海老（下町、中町、丁塚、入洞、川売、
千原田、山中、須山）、海老副川、
四谷、連合

阿寺、大沢、大野、井代、富栄、引地、
陸平、細川、秋葉巣山、七郷一色

布里、只持、一色、塩瀬、島田、源氏、
恩原、大輪、湯島

玖老勢、副川、門谷

下吉田、上吉田、竹ノ輪、多利野、
黄柳野

全 地 区

北　部

全 地 区

南　部

全 地 区

申告相談の会場と日程

税理士による無料税務相談受付および税務署職員による受付

新城地区

鳳来地区

作手地区

月　　　　日　               受 付 時 間�  会　　　　場�               地　　　　　区

月　　　　日　               受 付 時 間�  会　　　　場�               地　　　　　区

月　　　　日　               受 付 時 間�  会　　　　場�               地　　　　　区

月　　　　日　               時　　間　　　　　　　　　　　　　　　　　場　　　　　　　所

※税務署は、2月18日（月）から3月17日（月）までの間、確定申告の受け付けを、土・日曜日を除いて
　毎日行っています。

※地区の該当日にご都合の悪い方は、他の会場での受け付けも可能です。� 
※確定申告書は、国税庁のホームページ「確定申告書作成コーナー」からも作成できます。�  

※
申
告
に
必
要
な
も
の

　
①
印
鑑
　
②
申
告
書
　
③
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
、
生
命
保
険
料
、
地
震
保
険
料
、
医
療
費
な
ど
の
領
収
書
ま
た
は
証
明
書

　
④
給
与
所
得
者
、
年
金
受
給
者
の
方
は
源
泉
徴
収
票
　
⑤
所
得
計
算
に
必
要
な
帳
簿
類
な
ど
　
⑥
固
定
資
産
税
課
税
明
細
書
（
平
成
19
年
4
月
に
送
付
し
た
も
の
）

　
⑦
配
偶
者
特
別
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
方
は
、
配
偶
者
の
収
入
（
所
得
）
の
分
か
る
も
の
　
⑧
通
帳
な
ど
本
人
名
義
の
口
座
番
号
が
分
か
る
も
の

3月3日(月)～17日（月）
(土・日は除く)

3月3日(月)～17日（月）
(土・日は除く)

3月3日(月)～17日（月）
(土・日は除く)

午前9時
　　～午後4時

午前9時30分
　　～午後4時

午前9時
　　～午後4時

午前9時
　　～午後4時

午前9時30分
　　～午後4時

午前9時
　　～午後4時

午前9時30分
　　～午後4時

午前9時～午後4時

午前9時30分
　　～午後4時

午前9時
　　～午後4時

午前9時30分～午後4時
鳳来開発センター（生活改善実習室）

作手総合支所

申
告
期
間


